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青
少
年
期
の
問
題
に
は
発
達
障
害
や
児
童
期

の
問
題
な
ど
が
関
係
し
て
い
る
場
合
も
多
い
こ

と
か
ら
、
乳
幼
児
期
か
ら
成
人
前
期
ま
で
を
一

貫
し
て
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
体
制
を
作
る
た
め
、

「
村
上
市
子
ど
も
・
若
者
総
合
サ
ポ
ー
ト
会
議
」

を
設
置
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
関
係
機
関
の
連

携
や
情
報
共
有
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

抱
え
る
子
ど
も
・
若
者
に
対
し
て
切
れ
目
の
な

い
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

サ
ポ
ー
ト
会
議
設
置
の
背
景

　

近
年
、
当
市
で
も

引
き
こ
も
り
や
ニ
ー

ト
、
発
達
障
害
な
ど

の
青
少
年
に
関
す
る

問
題
事
例
が
増
え
て

き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
要
保
護
児
童
に
対
す
る
支

援
も
中
学
校
卒
業
後
は
支
援
が
行
き
届
か
な
い

状
況
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
少
年

か
ら
成
人
前
期
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
へ
支

援
す
る
体
制
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

代
表
者
会
議

　

代
表
者
会
議
は
、
以
下
の
関
係
機
関
等
の
代

表
が
一
堂
に
会
し
、
支
援
に
必
要
な
体
制
の
整

備
や
年
間
活
動
方
針
、
評
価
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

関
係
機
関
（
順
不
同
）

新
発
田
児
童
相
談
所
・
村
上
市
社
会
福
祉
協
議

会
・
村
上
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
連
合

会
・
主
任
児
童
委
員
・
村
上
保
健
所
・
村
上
市

子ども・若者総合サポート会議

0歳～39歳までの子ども・若者に対して

切れ目のない支援に取り組んでいきます

岩
船
郡
医
師
会
・
村
上
市
岩
船
郡
歯
科
医
師
会
・

幼
稚
園
・
村
上
市
小
学
校
長
会
・
村
上
市
中
学

校
長
会
・
村
上
地
区
高
等
学
校
長
協
会
・
下
越

教
育
事
務
所
・
村
上
警
察
署
・
新
潟
地
方
法
務

局
村
上
支
局
・
村
上
岩
船
地
区
保
護
司
会
・
村

上
公
共
職
業
安
定
所
・
村
上
商
工
会
議
所
・
商

工
会
・
岩
船
郡
村
上
市
雇
用
対
策
協
議
会
・
下

越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
村
上

職
業
訓
練
協
会
・
村
上
市
精
神
障
が
い
者
家
族

会
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
た
す
け
さ
ん
ぽ
く
・
福
祉

課
・
商
工
観
光
課
・
保
健
医
療
課
・
学
校
教
育

課
・
生
涯
学
習
課
・
各
支
所
地
域
振
興
課

実
務
者
会
議
（
３
部
会
）

　

実
務
者
会
議
は
、
次
の
３
つ
の
部
会
の
関
係

機
関
な
ど
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

▼
自
立
支
援
部
会

　

主
に
若
者
の
職
業
的
自
立
支
援
を
担
当
し
、

商
工
観
光
課
が
所
管
し
ま
す
。

▼
要
保
護
児
童
対
策
部
会

　

主
に
要
保
護
児
童
の
早
期
発
見
、
保
護
お
よ

び
支
援
を
担
当
し
、
福
祉
課
が
所
管
し
ま
す
。

こ
の
下
に
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議
が
あ
り
ま
す
。

▼
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
部
会

　

前
記
２
部
会
の
対
象
者
を
除
く
支
援
を
必
要

と
す
る
対
象
者
を
担
当
し
、
生
涯
学
習
課
が
所

管
し
ま
す
。
こ
の
下
に
個
別
ケ
ー
ス
検
討
会
議

が
あ
り
ま
す
。

■
地
区
担
当
者
会

　

支
所
地
域
内
の
支
援
を
必
要
と
す
る
対
象
者

の
支
援
に
つ
い
て
、
担
当
者
で
の
情
報
交
換
な

ど
を
行
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
内
線
２
３
２
）

☆子ども・若者相談ダイヤル

　（本人と家族の相談）

　月～金　�午前９時30分～
　　　　　午後３時

　木曜日のみ　午後５時まで延長

　☎62－7041　生涯学習課
　青少年健全育成センター

☆児童と家庭に関する相談

　月～金　午前９時～午後４時

　☎53－3201　福祉課
　家庭児童相談室

☆若者の就労に関する相談

　月～金　午前10時～午後５時
　（毎月第２金曜日は除く）

　☎50－1553
　�下越地域若者サポートステー
ション村上常設サテライト

※�いずれも祝日・年末年始を除き
ます

主な相談窓口
お気軽にお電話ください


